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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この告示は、座間市の良好な都市環境を確保するため、開発等事業を行う者に対して必

要な指導を行うことにより、自然環境の保全と都市施設の整備を図り、調和のとれた住みよい

まちづくりを推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定するものをい

う。 

⑵ 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物を新

築する行為をいう。 

⑶ 公共施設 公共の用に供する道路、公園、緑地、広場、下水道、水路及び消防の用に供す

る貯水施設をいう。 

⑷ 公益上必要な施設 公益上必要な一般廃棄物集積所、集会施設、防犯灯その他の施設をい

う。 

⑸ 中高層建築物 高さが１０メートルを超える建築物をいう。 

⑹ 単身者用住宅 １戸の規模の専有面積が２５平方メートル以下の住宅をいう。 

⑺ 住戸等 住宅、店舗及び事務所の用に供する一区画の部分をいう。 

⑻ 開発等事業 開発行為、５００平方メートル以上の土地に係る建築行為及び中高層建築物

又は１４戸以上の住戸等を有する建築物の建築行為をいう。 

⑼ 開発区域 開発等事業を行う区域をいう。 

⑽ 事業者 開発等事業を施行する者をいう。 

⑾ 関係者 事業者、設計者及び施工者をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この告示は、次に掲げる開発等事業について適用する。 

⑴ 都市計画法第２９条の許可を要する開発行為 

⑵ ５００平方メートル以上の土地に係る建築行為（一戸建ての住宅及び建築基準法第８５条

に規定する仮設建築物を除く。） 

⑶ 中高層建築物（一戸建ての住宅及び併用住宅で高さが１２メートル未満の建築物を除く。） 

⑷ １４戸以上の住戸等を有する建築物 
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（事業者の協力） 

第４条 事業者は、この告示の目的を達成するために必要な措置に協力するものとする。 

 

（良好な都市環境の形成） 

第５条 事業者は、座間市総合計画、座間市都市マスタープラン等に基づき、開発区域周辺の地

域特性を考慮した良好な都市環境の形成に努めるものとする。 

２ 事業者は、良好な都市環境を形成するため、地区計画・建築協定制度を活用するよう努めな

ければならない。 

 

（事前相談書及び協議願書） 

第６条 事業者又は事業者に代わって相談を行う者は、開発等事業を実施するに当たっては、開

発等事業事前相談書（第１号様式。以下「事前相談書」という。）を市長に提出し、回答を受

け、協議しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による協議した内容を開発等事業指導要綱技術基準（平成１４年４月

１日施行。以下「技術基準」という。）第２２条に規定する必要な図書に反映し、開発等事業協

議願書（第２号様式。以下「協議願書」という。）を市長に提出しなければならない。 

３ 事前相談書の手続に要する標準処理期間は受付の日から１０日（開発区域面積が１ヘクター

ル以上の開発等事業にあっては、２０日）とし、協議願書のうち、第３条第１号の開発等事業

の手続に要する標準処理期間は受付の日から２８日とし、同条第２号から第４号までの開発等

事業の手続に要する標準処理期間は受付の日から２１日とする。この場合において、標準処理

期間の期限が座間市の休日を定める条例（平成元年座間市条例第４条）第１条第１項に規定す

る休日に当たる場合は、その翌日とする。 

４ 事前相談書の有効期間は受付の日から１年とし、協議願書の有効期間は受付の日から２年と

する。 

 

（協議書及び覚書の締結並びに再協議） 

第６条の２ 事業者は、この告示に定める公共施設又は公益上必要な施設の整備について協議成

立後、市長と第３条第１号の開発等事業について都市計画法第３２条の規定に基づく同意及び

協議書（以下「協議書」という。）及び覚書を締結するものとする。 

２ 事業者は、この告示に定める公共施設又は公益上必要な施設の整備について協議成立後、市

長と第３条第２号から第４号までの開発等事業について覚書を締結するものとする。 

３ 事業者は、前２項の協議書又は覚書を締結した日から２年以内に当該開発等事業に着手しな

かった場合は、再度市長と協議しなければならない。 
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４ 事業者は、第１項及び第２項の協議書又は覚書を締結した日から２年以内に当該開発等事業

について開発許可申請、建築確認申請その他の法令の定めによる行為をしなかったときは、当

該協議書又は覚書の規定は、その効力を失うものとする。 

 

（変更協議願書及び事業者変更届） 

第７条 事業者は、前条第１項又は第２項の協議書又は覚書を締結後、協議内容に変更が生じた

場合は、開発等事業変更協議願書（第３号様式。以下「変更協議願書」という。）を市長に提

出し、協議しなければならない。 

２ 事業者は、前条第１項又は第２項の協議書又は覚書を締結後、事業者に変更が生じた場合は

事業者変更届（第３号様式の２）を市長に提出しなければならない。 

 

（開発等事業の取りやめ） 

第８条 事業者は、協議願書を提出後に当該事業を取りやめる場合は、開発等事業取りやめ届（第

４号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（事業計画の公開等） 

第９条 事業者は、協議願書を提出する日までに開発等事業の予定地内の公衆の見やすい場所に

公開板（第５号様式）を設置し、当該事業完了まで公開しなければならない。 

２ 事業者は、前項の公開板を設置したときは、当該公開板の写真を速やかに市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（説明会等の実施及び説明対象範囲） 

第１０条 事業者は、開発等事業を実施するに当たっては、開発区域に隣接する利害関係者に対

して事前に説明会等を行い、事業計画及び工事施工計画並びに環境保全、災害等の防止に関し

て理解を得るよう努めるものとする。 

２ 前項の説明対象範囲は、次に掲げる者とする。この場合において、中高層建築物を建築する

事業については、冬至日の午前９時から午後３時までの間において地盤面に日影が生ずる範囲

の土地及び建物の所有者並びに居住者を加える（日影が生ずる範囲が工業専用地域の場合を除

く。）。 

⑴ 開発区域に隣接する土地及び建物の所有者並びに居住者（道路等の対面を含む。）  

⑵ 開発区域周辺の自治会長（道路等の対面を含む。）  

３ 事業者は、前項の説明会等終了後、利害関係者説明会等実施報告書（第６号様式）により、

速やかに、市長に報告しなければならない。 

４ 事業者は、第１項の説明会等での意見が開発等事業に反映されるよう努めるものとする。 

 



 ７ 

（電波障害対策） 

第１０条の２ 事業者は、中高層建築物の建築によってテレビ等の電波受信に及ぼす影響につい

て事前に調査し、その結果を市長に報告するものとする。 

２ 事業者は、中高層建築物の建築によるテレビ等の電波の著しい受信障害が生じ、又は生ずる

おそれがあるときは、共同受信設備の設置又は都市型ケーブルテレビの活用等により、電波障

害を解消し、又は防止するための必要な措置を講じなければならない。 

 

（事業者の留意事項） 

第１１条 事業者は、市長と協議願書又は変更協議願書により協議する場合は、次に掲げる事項

に留意し、事業の推進に当たるものとする。 

⑴ 共同住宅及び開発区域の規模が１ヘクタール以上のもの並びに一定規模の大規模小売店舗、

配送センター等の開発等事業については、座間警察署と防犯、交通に関する事項等について

事前に協議を行い、協議内容を市長に報告すること。  

⑵ 国又は地方公共団体が管理する土地に隣接した開発等事業については、当該土地との境界

査定を受けること。  

⑶ 開発区域内に市有財産、国有財産等が存在するときは、関係機関と協議し、それらの編入、

変更、払下げ等の手続を速やかに行うこと。  

⑷ 風俗営業施設を建設する事業者は、関係法令に基づき、関係機関に所定の手続を行うこと。  

⑸ 開発区域が農地又は山林に隣接している場合には、周辺の農産物に被害を与えないような

措置を講ずること。  

⑹ 開発等事業の施工中に事業者の責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、

事業者の責任においてこれを補修し、又は賠償を行うこと。 

 ⑺ 住宅の建設を目的とした事業者は、入居者等の地域自治会組織への加入の促進に協力する

こと。 

⑻ １４戸以上の住戸等を建設する開発等事業で、団地等の名称を表示する場合には、市と協

議すること。  

⑼ 事業者は、開発等事業の実施に当たって利害関係者等と工事協定書を締結した場合は、必

要に応じ市長に報告すること。  

⑽ 事業者は、開発等事業に関し紛争等が生じた場合は、利害関係者と誠意をもって話合いを

行い、紛争の解決に努めるものとする。  

 

（災害の防止） 

第１２条 関係者は、開発等事業を実施するに当たっては、次に掲げる事項に注意しなければな

らない。 

⑴ 災害防止に万全を期するとともに隣接地の環境保全に留意し、開発区域周辺の公共施設の

機能が損なわれないようにすること。 
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⑵ 危険が発生するおそれがある場合又は周辺の農地、家屋等に被害を及ぼすおそれのある場

合は、防護施設を設ける等必要な措置を講ずること。 

⑶ 開発等事業を取りやめる場合は、既存の公共施設等の運営に支障をきたさないようにする

とともに、周辺地域の住民に迷惑がかからないよう必要な措置を講ずること。 

⑷ 市及び関係機関の指示を受け、交通の安全措置を講ずること。 

 

第２章 開発等事業の基準 

 

（基準への適合） 

第１３条 事業者は、開発等事業を実施するに当たっては次条から第３９条までの基準に適合さ

せなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、官公庁等が行う開発等事業でこの告示に適合しない場合が生じた

ときは、関係法令に基づき、市長と別途協議するものとする。 

 

（無償提供する用地及び施設） 

第１４条 事業者は、次の各号に該当するものは、原則として市に無償提供しなければならない。 

⑴ 第１７条に規定する道路の用地及び施設  

⑵ 第１８条に規定する下水道及び第１８条の２に規定する農業用排水路の用地及び施設  

⑶ 第２３条に規定する公園、緑地及び広場の用地及び施設  

⑷ 第２５条に規定する消防水利の用地及び施設  

⑸ 第２７条に規定する上水道の用地及び施設  

⑹ 第２９条に規定する集会施設の用地及び施設  

⑺ 第３１条第２項に規定する交通安全施設及び第３２条に規定する防犯灯施設  

２ 前項の規定にかかわらず、協議により用地又は施設で無償提供が困難なものについては、事

業者又はその施設の利用者が維持管理する。 

 

（一宅地の敷地面積） 

第１５条 一宅地の敷地面積は、１００平方メートル以上とする。 

 

（集合住宅の建築及び管理の基準） 

第１６条 集合住宅の建築及び管理の基準については、技術基準第２０条による。 
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（道路） 

第１７条 開発区域に接する市道は、技術基準第２条第１号の規定による後退を行うものとする。

この場合において、他の公道との交差、接続及び屈曲個所においても同条第２号に規定する隅

切りを設置するものとする。 

２ 開発区域に新設する提供道路は、都市計画法、建築基準法、道路法（昭和２７年法律第１８

０号）、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号）及び神奈

川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則（平成８年神奈川県規則第１号）の規定によ

り設置するものとする。 

３ 前２項に規定する道路は、座間市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年座間市条

例第２３号）及び座間市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平

成２４年座間市条例第２５号）によるものとし、次の各号に定めるものとする。 

⑴ 車道の路面は、アスファルトコンクリート舗装又はセメントコンクリート舗装による全面

舗装がなされていること。ただし、歩道等の構造については、別途協議とする。 

⑵ 道路雨水を処理する施設が設置されていること。 

 

（下水道） 

第１８条 事業者は、下水管渠
きょ

、排水路その他の下水道の計画に当たっては、開発区域及びその

周辺の土地の形状、地盤の性質等を勘案し、当該下水道等の規模、構造及び能力を設定する。 

２ 当該区域の公共下水道は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）及び座間市下水道条例（昭

和５２年座間市条例第３９号）に基づく構造とし、排除方式は分流式とする。 

３ 公共下水道以外の下水道を使用する場合は、施設管理者と十分に協議を行い、当該下水道の

機能に支障をきたさない構造にする。 

 

（農業用排水路） 

第１８条の２ 農業用排水路施設を占用する場合は、施設管理者と十分に協議を行い、座間市法

定外公共物の管理等に関する条例（平成１４年座間市条例第２号）を遵守すること。 

 

（雨水施設） 

第１９条 開発区域内の雨水排除は、浸透施設を主体に開発区域内処理とする。ただし、公共下

水道雨水管の整備済箇所については、開発区域内に必要な量を浸透させた後、自費にて接続す

ることができる。 

２ 開発区域内から雨水を排除する場合は、河川等の管理者と協議すること。 
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（下水処理施設） 

第２０条 下水処理施設を設置する場合には、河川、水路等の排水能力、水利上の水質等の適合

した処理方式の施設を事業者の負担で整備し、維持管理は、事業者又はその施設の利用者にお

いて行う。 

 

（汚水処理施設） 

第２１条 公共下水道供用開始区域（下水道法第２条第８号に規定する処理区域をいう。）以外

の区域にあっては水洗便所とし、汚水処理施設については、技術基準第４条の規定により設置

する。 

 

（防災備蓄倉庫） 

第２２条 地上１０階以上かつ３０戸以上の住宅建設を目的とする中高層建築物を建築する事

業者は、地震等の災害に対応するため技術基準第１７条の規定により防災備蓄倉庫を設置する。 

 

（公園等の設置） 

第２３条 事業者は、開発区域面積が０.３ヘクタール以上の場合にあっては、次に掲げる基準

及び技術基準第７条の規定を遵守し、公園、緑地及び広場（以下「公園等」という。）を設置

する。 

⑴ 公園等の設置に当たっては、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第２５条第

６号及び第７号の規定を遵守する。  

⑵ 前号の規定にかかわらず、住宅の建設を目的とする事業にあっては、計画人口（１世帯当

たりの人口は当該年度の４月１日現在における市内の平均値とし、単身者用住宅の場合は１

とする）に３平方メートルを乗じて得た面積の公園を設置する。ただし、算定した面積が開

発区域の面積の３パーセント未満の場合は、３パーセント以上とし、算定した面積が開発区

域の面積の６パーセントを超える場合は、６パーセントを限度とする。  

⑶ 前号の規定による公園については、開発区域周辺の状況等、諸条件を勘案して特に市長が

認めたものについては、広場又は緑地とすることができる。  

２ 事業者は、公園等の位置について、住民が安全かつ利用しやすい場所を区域内に選定すると

ともに、周辺の環境保全や防災上の避難活動にも適するよう配慮して配置しなければならない。 

 

（緑化） 

第２４条 事業者は、座間市緑の保全及び緑化の推進に関する条例（昭和４８年座間市条例第２

７号）を遵守し、技術基準第８条で定められた率の緑化に努めなければならない。 
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２ 前項の緑化とは、樹木又は草花で行うものとし、技術基準第８条第１項で定められた率によ

る緑化面積を確保し、同条第３項の規定による植栽帯等の方法で行うこととする。この場合に

おいて、その管理を行う者を開発等事業完了前までに定め、通年にわたり適正かつ良好な管理

を行うこととする。 

 

（消防水利） 

第２５条 事業者は、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）に従い、開発区域の面積、

開発区域周辺の状況、建築物の階数等を勘案して消防水利を設置する。 

 

（消防活動用空地等） 

第２６条 中高層建築物を建設する事業者は、消防活動用空地を技術基準第１０条の規定により

確保する。 

 

（上水道） 

第２７条 事業者は、給水装置工事の設計及び施工に当たっては、給水装置工事設計、施工及び

検査に関する基準に基づき行う。 

２ 事業者は、貯水槽を設ける必要のある建築物にあっては、座間市水道事業の貯水槽の設置等

指導要綱（平成１５年座間市水道部告示第２８号）に基づき行う。 

３ 第１項の給水装置工事の設計及び施工は、座間市水道事業指定給水装置工事事業者により行

う。 

４ 給水装置の新設工事又は改造工事の申込者は、設計審査及び完成検査の手数料並びに水道利

用加入金を前納する。 

５ 配水管能力増強工事等を必要とするときは、事業者から配水管布設工事費の範囲内において

別に定める配水管布設工事費負担金を徴収する。ただし、事業者が市長の承諾を受けて当該工

事を行う場合は、この限りでない。 

 

（一般廃棄物集積所） 

第２８条 住宅の建設を目的とした事業者は、座間市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に

関する条例（平成５年座間市条例第１４号）第３７条第１項に規定する一般廃棄物集積所（以

下「一般廃棄物集積所」という。）を設置するものとする。 

２ 一般廃棄物集積所の設置及び構造その他の基準は、座間市一般廃棄物集積所の設置及び維持

管理に関する要綱（平成２５年座間市告示第７号）第３条及び技術基準第１５条による。 
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（集会施設） 

第２９条 計画戸数３００戸以上（単身者用共同住宅の場合にあっては、２戸を１戸として計算

する。）の住宅の建設を目的とした事業者は、床面積１５０平方メートル以上の集会所を整備

し、又は市及び関係自治会と協議し、既設の集会所の増築、改築等を行うものとする。 

２ 計画戸数が５０戸以上３００戸未満の住宅の建設を目的とした事業者は、既設の集会所があ

る場合は、市及び関係自治会と協議し、当該集会所の増築、改築等を行うものとする。 

３ 設置された集会所の施設は、事業者又は施設利用者が維持管理する。 

 

（広報掲示板） 

第３０条 住宅の建設を目的とした事業者は、計画戸数５０戸ごとに１箇所の割合で、掲示板を

事業者の負担により設置し、その維持管理は、事業者又は地域住民が行う。 

２ 前項の掲示板は、出入口付近の人目につきやすい場所に設置し、大きさは縦０.９メートル、

横１.２メートルを標準とする。 

 

（駐車場、交通安全施設等） 

第３１条 事業者は、自動車駐車場、原動機付自転車置場及び自転車置場を技術基準第１８条の

規定により原則として開発区域内に確保し、管理者を定める。 

２ 事業者は、開発区域に隣接する道路で、交通事故の防止を図るため必要があると市長が認め

た場合は、道路照明灯、道路反射鏡その他の交通安全施設を整備する。 

 

（防犯灯） 

第３２条 事業者は、開発区域内及びその周辺に、防犯上必要があると市長が認めた場合は、指

定する位置に防犯灯を設置する。 

２ 前項の防犯灯は、技術基準第１９条の規定により設置する。 

 

（福祉施設） 

第３３条 公共的施設等不特定多数の者が利用する施設については、身体障害者等の利便を図る

ため神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づき整備する。 

 

（大規模小売店舗） 

第３４条 店舗面積が１,０００平方メートルを超える店舗建設を行う事業者は、大規模小売店

舗立地法（平成１０年法律第９１号）に基づく手続を行うこと。 

２ 前項に規定する事業者は、座間市商工会と協議をすること。 
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第３章 環境等の保全 

 

（商業系、工業系の用途地域） 

第３５条 工業地域及び準工業地域に主として住宅建設を目的とする事業を行う事業者は、次に

掲げる事項を遵守する。 

⑴ 地上３階建以上の共同住宅を建設する場合にあっては、座間工業会と協議を行う。 

⑵ 開発区域の周辺２００メートル以内に存在する工場等の位置及び業種を明示した図面等の

周辺環境調査書を作成し、この結果を宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）等の

主要事項と併せて、相手方（購入者等）に説明する。 

⑶ 住宅には防音等の対策を講じ、被害の防止に努める。 

⑷ 第１号に規定する共同住宅で、かつ、敷地面積が１,０００平方メートル以上の場合は、敷

地境界線から予定建築物の間に５メートル以上の緩衝緑地帯等を設ける。ただし、機能及び

形態上支障がないと市長が認めた場合は、この限りでない。 

⑸ 事業に伴なって用途地域に起因する問題が発生した場合は、事業者の責任においてこれを

処理する。 

２ 事業者は、商業地域又は近隣商業地域において、中高層建築物を目的とした事業を行うとき

は、地上１階の部分は店舗その他これに類するものとする。ただし、機能及び形態上支障がな

いと市長が認めた場合は、この限りでない。 

 

（景観計画） 

第３５条の２ 事業者は、座間市景観計画で定められた良好な景観形成のための行為の制限に関

する事項を遵守すること。 

２ 事業者は、座間市景観計画で定める届出の対象とならない開発等事業を施行する場合に当た

って、同計画で定められた良好な景観形成のための行為の制限に関する事項を遵守するよう努

めるものとする。 

 

（公害防止） 

第３６条 事業者は、開発等事業の施行に当たっては、神奈川県生活環境の保全等に関する条例

（平成９年神奈川県条例第３５号）その他公害関係法令の規定に基づき、手続を行う。 

２ 特定建設作業の届出にあっては、作業開始の７日前までに届け出る。 

３ 事業者は、工場又は事業所（サービス業も含む。）を建設するに当たり公害関係法令に基づく

規制基準に適合した施設等を設ける。 
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４ 開発区域内に特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和４６年法律第１０７

号）第２条の騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場（敷地面積が、１,０００平方メー

トル以上のものに限る。）を建設する事業にあっては、環境保全のための緩衝地帯（緑地帯、防

音壁その他環境保全対策として使用するための用地）として、隣接する境界線から２メートル

以上の距離を確保する。ただし、工場等の敷地が住居系地域に接しているときは、当該境界か

ら５メートル以上の距離を確保する。 

５ 開発区域内に自動車駐車場を設置する場合は、アイドリングストップの標示をする。 

 

（地下水保全） 

第３７条 事業者は、座間市の地下水を保全する条例（平成１０年座間市条例第１９号）の規定

に基づき、地下水の保全に努めるものとする。 

 

（水質基準） 

第３７条の２ 開発区域から放流する排出水の水質については、公共下水道供用開始区域内にあ

っては下水道法及び座間市下水道条例の基準に適合し、その他の区域にあっては水質汚濁防止

法（昭和４５年法律第１３８号）及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例の基準に適合さ

せる。 

 

（土壌汚染防止） 

第３８条 事業者は、有害物質使用事業所の跡地（現在稼動中も含む。）における開発等事業を

行う場合は、あらかじめ有害物質使用地に係る土壌汚染調査計画書を提出し、調査方法等につ

いて市と協議するものとする。 

２ 土壌汚染調査計画書に基づく土壌調査の結果が、土壌汚染に係る基準に適合しない場合は、

あらかじめ市と協議し、有害物質使用地に係る公害防止計画書を提出するものとし、土壌汚染

に係る基準に適合している場合は、土壌汚染調査完了報告書を提出するものとする。 

３ 公害防止計画書に基づき、有害物質の除去等が完了した場合には、有害物質使用地に係る公

害防止計画完了報告書を市に提出するものとする。 

 

（文化財保護） 

第３９条 事業者は、開発等事業の施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、

現場を変更することなく文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に定める必要な措置を講

ずる。 

２ 埋蔵文化財の包蔵地として周知されている土地を開発区域に編入する場合は、文化財保護法

により所定の手続を行う。 
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第４章 完了検査、管理及び帰属並びに寄附 

 

（工事の検査等） 

第４０条 事業者は、開発等事業に関する協議及び指導事項に係る工事が完了したときは、協議

及び指導事項の検査申請書（第７号様式）を検査希望日の１０日前までに市長に提出して検査

を受ける。 

２ 市長は、前項の規定による検査を実施し、協議及び指導事項に係る規定に適合している場合

において、検査完了通知書（第８号様式。以下「通知書」という。）を交付する。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は特に事業の内容等から必要と認めたものについては、工事

の期間中にあっても事業者に中間検査の立会いを求めることができる。 

 

（公共施設等の引渡し） 

第４１条 事業者は、市が管理することになった公共施設及び公益上必要な施設については、前

条第１項の検査の申請時に開発等事業の完了に伴う公共施設等の引渡し書（第９号様式）によ

り引渡しの手続を行う。 

２ 事業者は、提供することになった土地の所有権移転等の登記に必要な図書を作成し、前条第

１項の検査の申請時にその図書を提出する。 

 

（公共施設の管理、帰属及び寄附の時期） 

第４２条 公共施設及びその用地は、通知書を交付した日（都市計画法第２９条の開発許可を受

けた開発行為にあたっては、同法第３６条第３項の規定による公告の日とする。以下同じ。）

の翌日において、市の管理に属するものとする。ただし、法律に別段の定めのあるもの及び協

議により別段の定めをしたものについては、この限りでない。 

２ 前号に規定する公共施設及びその用に供する土地は、通知書を交付した日の翌日において、

市に帰属及び寄附するものとする。この場合において、前項のただし書の規定を適用する。 

 

（公益上必要な施設の寄附の時期） 

第４３条 公益上必要な施設及びその用に供する土地は、通知書を交付した日の翌日において、

市に寄附するものとする。ただし、協議により別段の定めをしたものについては、この限りで

ない。 

 

第５章 雑則 

 

（実施細目） 

第４４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 



 １６ 

附 則 

１ この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ この告示施行の際、現に開発等事業協議願書を受付しているものに係る指導については、改

正後の座間市開発等事業指導要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この告示は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この告示施行の際、現に開発等事業協議願書を受付しているものに係る指導については、改

正後の座間市開発等事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に開発等事業協議願書を受付しているものに係る指導については、改

正後の座間市開発等事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に開発等事業協議願書を受付しているものに係る指導については、改

正後の座間市開発等事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第２２条の改正規定は、同年１０

月１日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に開発等事業協議願書を受付しているものに係る指導については、改

正後の座間市開発等事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に開発等事業協議願書を受付しているものに係る指導については、改

正後の座間市開発等事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この告示は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日前に受け付けた開発等事業協議願書に係る開発行為、５００平方メート

ル以上の土地に係る建築行為及び中高層建築物又は１４戸以上の住戸等を有する建築物の建築

行為を行う者に対する指導については、なお従前の例による。 

附 則 

 この告示は、令和５年３月１３日から施行する。 



 １７ 

第１号様式（第６条関係） 

 受付番号 地図頁 

  

開発等事業事前相談書 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

事業者又は相談者  住  所 

氏  名               

電話番号 

連絡先  住 所 

事 務 所 名 

氏 名 

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

担当者氏名 

座間市開発等事業指導要綱第６条の規定により、事前相談書を提出します。 

開 発 区 域 の所 在 地 座間市                 番   ほか   筆 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

開 発 等 事 業の 目 的  地 目  

区 域 区 分 市街化区域・市街化調整区域 用 途 地 域  

宅地 

造成 

最大区画面積 ㎡ 最小区画面積 ㎡ 

平均区画面積 ㎡ 区 画 数 区画 

※

予

定

建

築

物

の

概

要 

最 高 の 高 さ ｍ 軒 高 ｍ 

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 床 面 積 ㎡ 

建 ぺ い 率 ％ 容 積 率 ％ 

住 宅 地上  階地下  階建  戸  棟 分 譲 ・ 賃 貸 ・ 自 己 用 

工 場 地上  階地下  階建 作業内容  

倉 庫 地上  階地下  階建 取扱品目  

店 舗 地上  階地下  階建 売場面積 ㎡ 

そ の 他 地上  階地下  階建   

摘
要 

都市計画法第２９条許可 （要・不要・審査中） 

※欄は宅地造成事業の場合は省略とする。 



 １８ 

第２号様式（第６条関係） 

 受付番号 地図頁 

  

開 発 等 事 業 協 議 願 書 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

事業者  住 所 

氏 名                    

電 話 番 号 

代理人  住 所 

事 務 所 名 

氏 名                    

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

担当者氏名 

座間市開発等事業指導要綱第６条の規定により、協議願書を提出します。 

開発区域の所在地 座間市                  番   ほか   筆 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

開発等事業の目的  地 目  

区 域 区 分 市街化区域・市街化調整区域 用 途 地 域  

予 定 工 期 年  月  日 ～    年  月  日（  年  箇月） 

宅地 

造成 

最大区画面積 ㎡ 最小区画面積 ㎡ 

平均区画面積 ㎡ 区 画 数 区画 

※

予

定

建

築

物

の

概

要 

最 高 の 高 さ ｍ 軒 高 ｍ 

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 床 面 積 ㎡ 

建 ぺ い 率 ％ 容 積 率 ％ 

住 宅 地上  階地下  階建  戸  棟 分 譲 ・ 賃 貸 ・ 自 己 用 

工 場 地上  階地下  階建 作業内容  

倉 庫 地上  階地下  階建 取扱品目  

店 舗 地上  階地下  階建 売場面積 ㎡ 

そ の 他 地上  階地下  階建   

摘
要 

都市計画法第２９条許可 （ 要 ・ 不 要 ） 

※欄は宅地造成事業の場合は省略とする。 



 １９ 

第３号様式(第７条関係） 

 受付番号 地図頁 

  

開発等事業変更協議願書 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

事業者  住 所 

氏 名                    

電 話 番 号 

代理人  住 所 

事務所名 

氏 名                    

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

担当者氏名 

座間市開発等事業指導要綱第７条の規定により、変更協議願書を提出します。 

開 発 区 域 の所 在 地 座間市                 番   ほか   筆 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

予 定 工 期 年  月  日 ～    年  月  日（  年  箇月） 

宅地 

造成 

最大区画面積 ㎡ 最 小 区 画 面 積 ㎡ 

平均区画面積 ㎡ 区 画 数 区画 

※
予
定
建
築
物
の
概
要 

最 高 の 高 さ ｍ 軒 高 ｍ 

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 床 面 積 ㎡ 

建 ぺ い 率 ％ 容 積 率 ％ 

建築物の用途  分譲・賃貸・自己用 

地 上   階 地 下   階 建   戸   棟 

協議書・覚書の締結日 年   月   日 

変更内容及び理由 

 

摘
要 

都市計画法第３５条の２変更許可 （ 要 ・ 不 要 ） 

 

※欄は宅地造成事業の場合は省略とする。 



 ２０ 

第３号様式の２（第７条関係） 

事 業 者 変 更 届 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

新事業者  住 所 

氏 名               

座間市開発等事業指導要綱第７条第２項の規定により事業者を変更したので届けます。 

なお、貴市と締結している協議書又は覚書については、そのまま継承いたします。 

開 発 区 域 の 所 在 地 座間市              番   ほか   筆 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

開 発 等 事 業 の 目 的  

協議書・覚書締結年月日 年   月   日 

新 事 業 者 
住 所 

氏 名                      

旧 事 業 者 
住 所 

氏 名                      

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 理 由 

 

 



 ２１ 

第４号様式（第８条関係） 

 

開発等事業取りやめ届 

 

年  月  日 

 

（宛先）座間市長 

 

事業者  住 所 

氏 名                 

 

座間市開発等事業指導要綱第８条の規定に基づき、開発等事業を次のとおり取りやめ

ます。 

 

開 発 区 域 の 所 在 地 座間市              番   ほか   筆 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

開 発 等 事 業 の 目 的  

協 議 願 書 提 出 年 月 日 年   月   日 

協議書・覚書締結年月日 年   月   日 

取 り や め 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２２ 

第５号様式（第９条関係） 

公開板（数値は寸法を示し、単位はセンチメートルとする。） 

 

 
９０程度 

    

     

      

開 発 等 事 業 の 計 画 に つ い て    

開発区域の所在地 座間市    

開発区域の面積 ㎡    

開発等事業の目的     

事業者住所氏名     

設計者住所氏名     

工事監理者住所氏名     

工事施工者住所氏名   

１
１
０
程
度

 

設置される公共施設の概要（カッコ内は管理者）  

   

予定建築物の概要     

建築面積 ㎡    

延べ床面積 ㎡    

用途     

階数・構造 造・地上  階・地下  階 

最高の高さ ｍ 

・この標識は、座間市開発等事業指導要綱第９条第１項の規定により設置したもの

です。 

・この事業についての詳細は（事業者）にお尋ねください。 

連絡先         担当者    電話番号 

 

 

 

 

 

         

 

 



 ２３ 

第６号様式（第１０条関係） 

利害関係者説明会等実施報告書 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

事業者  住 所 

氏 名                    

電話番号 

代理人  住 所 

事務所名 

氏 名                    

電話番号 

ＦＡＸ番号 

担当者氏名 

座間市              に予定している開発等事業の概要及び近隣に及ぼす

影響等について    年   月   日に利害関係者に説明を行ったので報告します。 

利害関係者説明事項 

項 目 説明の有無 項 目 説明の有無 

１ 建 築 主 の 住 所 氏 名 有 ・ 無 15 構 造 有 ・ 無 

２ 設 計 者 の 住 所 氏 名 有 ・ 無 16 最 高 の 高 さ 有 ・ 無 

３ 工事監理者の住所氏名 有 ・ 無 17 日 影 の 影 響 有 ・ 無 

４ 工事施工者の住所氏名 有 ・ 無 18 電 波 障 害 と そ の 対 策 有 ・ 無 

５ 用 途 地 域 有 ・ 無 19 工事に伴う振動騒音等 有 ・ 無 

６ 防 火 ・ 準 防 火 地 域 有 ・ 無 20 そ の 他 の 障 害 有 ・ 無 

７ そ の 他 の 地 域 地 区 有 ・ 無 21 排 水 の 放 流 先 有 ・ 無 

８ 主 要 用 途 有 ・ 無 22 工 事 公 害 の 防 止 対 策 有 ・ 無 

９ 利 用 種 別 （ 賃 貸 等 ） 有 ・ 無 23 工事着手・完了予定日 有 ・ 無 

10 工 事 種 別 有 ・ 無 24 工 事 作 業 時 間 有 ・ 無 

11 階 数 有 ・ 無 25 工 事 作 業 の 休 日 有 ・ 無 

12 各 階 の 主 要 用 途 有 ・ 無 
26 

工 場 等 作 業 所 の 場 合 

そ の 作 業 内 容 
有 ・ 無 

13 敷 地 面 積 有 ・ 無 

27 そ の 他 （    ） 有 ・ 無 
14 建築面積・延べ床面積 有 ・ 無 

※ 説明に際しては、土地利用計画図、日影図等を参考に説明すること。 

※ 説明対象者を公図等に番号を付し添付すること。 



 ２４ 

 

利 害 関 係 者 説 明 経 過 

図面 

対照 

№ 

権利 

区分 
説明年月日 

住所 

質問・要望事項 事業者の回答内容 

氏名 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

 

土地 

 

 

  建物 

 
居住者 

※必ず説明等（文書投函含む）に対して、回答等（連絡無し含む）を付し質問・要望等を完結さ

せること。 



 ２５ 

第７号様式（第４０条関係） 

協議及び指導事項の検査申請書 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

事業者  住 所 

氏 名                    

電 話 番 号 

代理人  住 所 

事 務 所 名 

氏 名                    

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

担当者氏名 

座間市             番  ほか  筆において行なった開発等事業が完了し

たので、以下の書類を添えて申請します。 

水 道 利 用 加 入 金 有 無 納入金額        円 納入日 年  月  日 

植 樹 報 告 書 提 出 有 無  提出日 年  月  日 

自 費 工 事 有 無 
完了報告書       課 提出日 年  月  日 

完了報告書       課 提出日 年  月  日 

境 界 杭 埋 設 有 無 本埋設済み 

帰属、寄附する用地 有 無 
分筆完了日 年  月  日 

抵当権等の抹消完了日 年  月  日 

帰属、寄附する施設 

(該当項目を○で囲む) 
有 無 

道路  下水道  耐震性貯水槽 

防犯灯  公園 

その他（               ） 

添 付 書 類 

□ 案内図 

□ 公図の写し（完了時） 

□ 実測図に基づく新旧対照図（完了図） 

□ 道路境界確定図 

□ 公共施設の確定測量図 

□ 土地利用完了図 

□ 給排水完了図 

□ 施設構造図 

□ 施工写真 

□ その他（                      ） 

 



 ２６ 

第８号様式（第４０条関係） 

第     号 

年  月  日 

検 査 完 了 通 知 書 

 

様 

 

座間市長          印 

 

次の物件について、座間市開発等事業指導要綱第４０条第１項に基づく協議及び指導事項

の検査が完了したことを通知します。 

開 発 区 域 の 所 在 地 座間市               番   ほか   筆 

開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

開 発 等 事 業 の 目 的  

事 業 者 

 

 

 

検 査 日 年   月   日 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２７ 

第９号様式（第４１条関係） 

開発等事業の完了に伴う公共施設等の引渡し書 

年  月  日 

（宛先）座間市長 

事業者  住 所 

氏 名                    

電話番号 

    年   月   日付けで協議書及び覚書を締結した事業が完了したので次の施

設を引渡します。 

なお、引渡し後一年以内に事業者の責めに帰すべき事由により当該施設に損害が生じた場

合は、これを補修し、又は賠償いたします。 

１ 開発区域の所在地  座間市               番   ほか   筆 

２ 引渡しを行う施設 

施 設 名 

新 旧 対 照 図 

に 付 し た 

番 号 

概 要 
摘 要 

幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡） 

      

      

      

      

      

      

      

添 付 図 書 

□ 案内図 （開発区域を赤枠で囲む） 

□ 公図の写し （提供部分を赤枠で囲む） 

□ 実測図に基づく新旧対照図（完了図） 

□ 土地利用完了図 

□ 給排水完了図  

□ 確定測量図 （提供部分を赤枠で囲む） 

□ 施設構造図 

 


